
別記様式(第三条第二項関係) 

表 面 

写
真
面
及
び
予
防
員
の
証
面
に
は
、
所
属
庁
の
庁
印
を
押
す
も
の
と
す
る
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裏 面 
 

こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
狂
犬
病
予
防
法
の
特

例
と
し
て
狂
犬
病
予
防
員
の
事
務
を
行
う
者
で
、
そ
の
関
係
条
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

  
構
造
改
革
特
別
区
域
法
抜
す
い 

第
二
十
二
条 

市
町
村(

地
域
保
健
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
で
定
め
る
市
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。)

が
、
そ
の
設
定
す

る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
狂
犬
病
予
防
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号)

第
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
狂
犬
病
予
防
員(

次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
任
命
予
防
員
」
と
い
う
。)

の
数

が
当
該
市
町
村
の
区
域
の
範
囲
に
比
し
て
少
な
い
こ
と
か
ら
狂
犬
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
に
は
同

法
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
事
務(

以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
犬
の
抑
留
に
係
る
事
務
」
と
い
う
。)

を
当
該
市
町
村
が
自
ら
行
う
必
要
が
あ
る

と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、

当
該
市
町
村
の
長
は
、
同
法
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
市
町
村
の
職
員
で
獣
医
師
で
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
狂
犬
病
予
防
員
を
任
命
し
、
犬
の
抑
留
に
係
る

事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

狂
犬
病
予
防
法
第
三
条
第
二
項
、
第
六
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
の
任
命
を
受
け
た
狂
犬
病
予
防
員(

次
項
に
お
い
て
「
市
町
村
長

任
命
予
防
員
」
と
い
う
。)

を
都
道
府
県
知
事
任
命
予
防
員
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第

六
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八

十
九
号)

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
市
町
村(

第
五
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第

二
十
一
条
に
お
い
て
「
認
定
市
町
村
」
と
い
う
。)

の
長
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
同
法
第
二
十
一
条
中

「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
の
長
」
と
、
同
法
第
六
条
第
十
項
中
「
都
道
府
県
」

と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
」
と
、
同
法
第
二
十
一
条
中
「
当
該
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認

定
市
町
村
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
(

略) 

  

狂
犬
病
予
防
法
抜
す
い 

第
三
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
職
員
で
獣
医
師
で
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
狂
犬
病
予
防

員(

以
下
「
予
防
員
」
と
い
う
。)

を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

予
防
員
は
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
求
め

に
よ
り
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 


